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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
案
（
閣
法
第
九
五
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
医
薬
品
等
の
開
発
に
係
る
基
盤
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
規
制
と
振
興
の
分
離
の
観
点
か
ら
、
独
立
行
政

法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
研
究
開
発
振
興
業
務
を
移
管
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
を
設
立
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
名
称
及
び
目
的

１

名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う

）
と
す
る
。

。

２

研
究
所
は
、
医
薬
品
等
の
開
発
に
資
す
る
共
通
的
な
研
究
、
民
間
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
研
究
開
発
の
振
興
等
の
業
務

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
技
術
等
の
向
上
の
た
め
の
基
盤
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

二
、
資
本
金

研
究
所
の
資
本
金
は
、
全
額
政
府
出
資
と
し
、
そ
の
額
は
、
研
究
所
が
国
及
び
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
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構
か
ら
承
継
す
る
資
産
等
の
額
と
す
る
。

三
、
役
員

研
究
所
の
役
員
と
し
て
、
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
一
人
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
、
主
な
業
務

研
究
所
は
、
一
の
２
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
主
に
次
の
業
務
を
行
う
。

１

医
薬
品
等
の
開
発
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
共
通
的
な
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
。

２

試
験
研
究
等
を
他
に
委
託
し
て
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
。

３

希
少
疾
病
用
医
薬
品
及
び
希
少
疾
病
用
医
療
用
具
に
関
す
る
試
験
研
究
の
た
め
の
助
成
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

五
、
財
務
及
び
会
計

１

研
究
所
は
、
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２

研
究
所
の
利
益
及
び
損
失
の
処
理
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


